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 K-91 人工心肺「注 1」選択的冠灌流加算の算定について 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 体外循環用カニューレ（心筋保護用カニューレ（成人用・小児用）コロ

ナリー）の算定がない場合の K601 人工心肺「注 1」選択的冠灌流加算の

算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 K601 人工心肺の厚生労働省通知※には、「「注 1」の選択的冠灌流を併

せて行った場合の加算は大動脈基部を切開し、左右冠動脈口に個別にカニ

ューレを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する」と示されている。ま

た、体外循環用カニューレ（心筋保護用カニューレ（成人用・小児用）コ

ロナリー）は、冠状動脈口から直接心筋保護液を注入するものである。し

たがって、選択的冠灌流を行う場合は、新生児心臓手術等で使用できる心

筋保護用カニューレがない場合を除き、体外循環用カニューレ（心筋保護

用カニューレ（成人用・小児用）コロナリー）を使用するのが一般的であ

る。 

 以上のことから、体外循環用カニューレ（心筋保護用カニューレ（成人

用・小児用）コロナリー）の算定がない場合の K601 人工心肺「注 1」選

択的冠灌流加算の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 


